
自立支援協議会を活用した
県・市町の連携強化について

令和６年３月22日（金）14：00～15：30 広島県障害者支援課
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（２）上記施策の実施体制

原則、市町ごとに体制を構築し、県が広域的な支援を実施。

⇒市町によっては、単独の体制整備が困難な場合がある。

【市町において想定される課題】

○ 体制整備のための社会資源（人材や事業
所）が不足している。

○ 対応したことがない事例に関する対応方法
がわからない。（例：重度障害者の移行調整
等）

○ 利用者のニーズ把握が十分でない。

【県の施策実施における課題】

○ 各施策における各市町の課題等の状況が十
分に把握できていないため、効果的な施策の
検討・実施が難しい。

１ 背景・課題

（１）国の動向

○ 障害者が希望する地域生活の実現に向けて、地域生活支援拠点等の整備や、グループホーム
における一人暮らし等の希望の実現、障害の重度化・高齢化などの地域ニーズへの対応を検討。

○ 特別な支援を必要とする強度行動障害を有する障害者等への支援体制の充実。

○ 児童発達支援センターを中核とした身近な地域でニーズに応じた支援が受けられる体制の整備。

※国の基本指針及び令和６年度障害福祉サービス等報酬改定の概要を参考に作成。
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２ 自立支援協議会を活用した県・市町における連携強化について

○事業内容

近年、障害福祉計画・障害児福祉計画の改定時のみ開催（３年に１度）していた広島県自立支援協
議会圏域連絡会議を毎年開催し、県市町間で各施策の推進に係る課題等の共有を図る。（令和６年
度から事業実施予定。）

市町自立支援協議会

障害福祉圏域連絡会議

県

市町

課題共有 広域的な支援・調整の実施

県自立支援協議会 関係部局

報告 意見聴取
連携

施策の検討
反映

（市町において体制整備が見込まれる取組の例）
○地域生活支援拠点等、基幹相談支援センターの設置
○強度行動障害者の地域支援体制の整備、障害者支援施設等からの地域移行
○障害児の地域社会への参加・包括（インクルージョン）の推進体制の構築 等
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３ 協議会の活用例（例：障害者支援施設等からの地域移行）

市町協議会（個別事例、地域課題の共有、地域の支援体制の協議）

県自立支援協議会【障害福祉圏域連絡会議】県

市町

地域生活支援拠点等

○緊急時に備
えた相談

○緊急時の対
応

○地域移行
の推進（体験
の機会、場の
確保等）

障害者支援施設

退所時の
評価

地域移行
支援時の
評価

就労移行
支援導入
前の取組
の評価

在宅

共同生活援助

拠点コーディネーター

本人も家族も安心できる地域生活 本人の希望に応じた施設から地域生活への移行

一人暮らし
の支援

地域移行の意向確認、施設外利用の意向
確認、動機付け支援、施設外の送迎促進

基幹相談支援センター
相談支援事業所

その他障害福祉サービス等

地域移行意向確認担当者
（サービス管理責任者等）

強度行動障害
対応の強化

課題共有 広域的な支援・調整の実施

連携連携

連携
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